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【巻頭言】

遅々として進む
全国農地保有合理化協会会長　　渡 　 辺 　 好 　 明

人・農地プランから「地域計画」へ
このたびの「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」によって、これまで推進し

てきた「人・農地プラン」が法定化されて、「集落の話合い（協議）の場」が設けられた。そ
の結果を、市町村は、「地域計画」としてとりまとめて公告する、それに基づき農地中間管理
機構を通じた担い手等へ農地の集積・集約化を進める制度が措置された。実施は、2023 年 4
月からである。これは、農業・農村の将来にとって一歩前進であり、評価したい。

この制度が目指すところに向けて機能するためには、何よりも「集落における話合い」に一
番の力点を置かなければならない。「地域計画」、すなわち「地域における農業等の将来の在り
方」とは、自らのものなのであって、自主的な話合いによってしか決められない性格のものな
のだからである。

そして、これまで説明し、主張もしてきたところでもあるが、願わくは、この地域計画が農
業にとどまらず、集落全体の将来像を描く「集落経営計画」へと進化・発展していって欲しい
ものである。

農地集積から「農地集約」へ　
2014年に「農地中間管理制度」が発足して以来、いま足かけ10年になろうとしている。スター

ト時の説明は高い生産性の実現で、そのためには、担い手に農地の 8 割を集積して、シャッフ
ルを繰り返しながら農地を集約していく、それを通じて、米の生産コストを 4 割削減するとい
うことであった。つまり、米と水田でのコストダウンは、農業生産性の向上を代表していたも
のである。

いま、その水田について、当面の米需給調整を優先し、食料安全保障や多面的機能の発揮と
いった面を忘れたかのごとく、「畑地化させ、いわば、強制的にコメを作らせない形状にして
しまう」政策方向が打ち出されているが、これが、中長期的に、よいことなのかどうか、いま
一度、考え直すべきではないだろうか。言い換えれば、輸入穀物等を国産に切り替えるという
ならば、まず米麦などの二毛作を、さらには、他の作物との輪作を可能にする「汎用水田化」
こそが求められるところではないだろうか。

中間管理による 2023 年の農地集積目標は担い手に８割
農地バンク（農地中間管理機構）を創設した 2014 年以降、担い手への農地集積は上昇、

2021 年度の実績でシェアー 59％（前年比 2.5 万ヘクタール増）となった。一方、田代洋一横
浜国大名誉教授の見解では、「土地所有者が不明のため利用権の設定こそされていないが、シェ
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アー計算の分子に当たる「担い手によると推測される農地管理面積が 20％ほどあるだろう」
から、それらを加えれば、実質の集積シェアーはいいところまで来ていると、これも一理ある
のではないか。

多様な農業、農村の姿を実現する
さて、直近の「食料・農業・農村基本計画」で打ち出されているのは、『半農半 X』との言

葉に見られるように、多様な農業・農村の姿、地域社会・農村政策の重視である。地域のくら
し、災害対策、多面的機能の発揮、都市農業の振興などがそれらであり、効率的安定的経営体
＝「産業としての農業」から、若干のウエイトの移動も見られる。農地利用の面からしても、
これまでのような集積率重視ばかりだと、面積は集まるが分散錯圃が生産性向上の障害になり
かねない上に、共同作業などを通じて伝えられ実行されてきた地域の生産・環境維持にも支障
が生じかねない。「非農業住民をも含む地域政策」の必要性は高い。集落経営計画への進化・
発展を願う所以はここにある。

食料安全保障の土台は農地の確保で　
土地（農地）、水、人（担い手）、技術は、農業の基本 4 要素である。現在の「食料・農業・

農村基本法」の策定に際しては、学術会議に依頼して、それらの多面的機能の試算をした。数
字では、例えば水田等の洪水調整機能だけでも 3.5 兆円と極めて大きい額に上る。農地が健全
に維持され、継続して生産活動が行われることが機能発揮の前提であったのである。その観点
から見ても、水田を縮小することは、この機能を放棄し、さらには、最も生産性と栄養に富む
基礎的で効率のよい食料である米を放棄することにつながる。

繰り返すが、水田の畑地化で稲作をできなくする政策は間違いで、高い生産性で精一杯米を
作り多様な用途に使っていく、とりわけ、「輸出」という「バッファー」を持つことが、食料
安全保障の上で正しい方向だと考える。

土地の有効利用、食料自給率の向上のために草地型畜産について再考を
世界的なインフレ、気候変動等による作柄の不安定化、ウクライナ戦争と経済制裁によるサ

プライチェーンの寸断、農業資材の高騰などで、肥料・飼料の供給、価格に不安が生じている。
食料安全保障強化政策大綱（2022 年 12 月 27 日策定）には、米に代わって、穀物の増産・畜
産飼料であるトウモロコシの栽培への切り替えが掲げられている。しかし、長期的視点に立っ
たとき、これは適切な選択なのであろうか。本来ならば、むしろ、輸入飼料依存型の畜産の在
り方を見直し、草地・林地に足場を置いた「草地・国内産自給飼料による畜産」への切り替え
が求められる。穀物カロリーを 1/7 に縮小して消費する現状の農畜産物利用・消費から食料自
率の向上にも寄与する。また、アニマルウエルフェアの推進という世の中の趨勢にも貢献する。
消費者の理解を得つつ、また、支えられて、CSA（地域支持型農業）を進め、「本来の畜産の姿」
に立ち返る時代になった。



4

農地中間管理制度・事業は、遅々としてではあるが、着実に前進
日本の農業と農村のおかれている現状は、「日本農業は大きく変貌しつつある」、「農家は多

様に分化している」、「農業経営者と楽しみで農業をする人が共存する農村が望ましい」、「世間
一般の常識は場合によると非常識かもしれない」、「農業や農村を平均で見てはいけない」など、
視点や認識を変えてみる必要がある。そのためには、「地域計画」は、上から降って来るもの
ではなく、住民みんなが参加して自ら作り上げていく『集落の経営計画』へ進化・発展するこ
とを強調したい。農地中間管理事業はそのための呼び水、ないし途中形に位置づけられるもの
だろう。

生産性の向上と地域社会の健全な発展の見地から現状を見ると、「農地中間管理事業」の 10
年は、『遅々としてではあるが、着実に歩みを続けている』ととらえることができる。
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